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各市町村長　殿

　（政令市・中核市除く）

各福祉相談センター長　殿
愛知県健康福祉部長
（公印省略）
「新型インフルエンザの発生に対する社会福祉施設等の対応について」
の更新について（通知）

新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応については、先に通知しているところですが、平成２１年６月１９日付けで厚生労働省から、別添のとおり事務連絡がありました。

今回の事務連絡は、先に決定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用方針」が平成２１年６月１９日付けで改定されたことにより、従来の事務連絡について整理し、更新版としてとりまとめたというものです。
今後につきましては、今回の通知の内容を踏まえ、適切に対応していただくようお願いするとともに、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）、愛知県ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)等を参考にして、今後も正確な情報収集に努めていただくよう併せてお願いします。

なお、保育所を除く民間社会福祉施設については別途通知しましたが、管内の保育所（認可外保育施設を含む）、児童館、放課後児童クラブ，地域密着型介護施設、障害者小規模授産施設・小規模作業所等にもこの旨ご周知くださるようお願いします。併せて、貴市町村立の社会福祉施設等についても、今回の通知等により、適切に対応していただくようお願いします。
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